
 

議案第２９号 

 

   狭山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 狭山市国民健康保険税条例（昭和２９年条例第３３号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１６条第１項中「第２４条の３７」を「第２４条の３６」に改める。 

附則第９項の見出し中「配当所得」を「配当所得等」に改め、同項中「配当所得」

を「配当所得等」に、「第３条及び」を「第３条、第６条及び」に改める。 

附則第１０項中「同条第２項中」を「同条第３項中」に改める。 

附則第１２項の見出し中「株式等」を「一般株式等」に改め、同項中「附則第３５

条の２第６項の株式等」を「附則第３５条の２第５項の一般株式等」に、「附則第 

３５条の２第６項に規定する株式等」を「附則第３５条の２第５項に規定する一般株

式等」に、「同条第２項中」を「同条第３項中」に改める。 

附則第１３項の前の見出しを削り、同項を次のように改める。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第３５条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合

における第３条、第６条及び第１９条の規定の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の

２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第３項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株

式等に係る譲渡所得等の金額」と、第１９条中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に

係る譲渡所得等の金額」とする。  

 附則第１４項及び第１５項を削る。  

 附則第１６項中「同条第２項中」を「同条第３項中」に改め、同項を附則第１４項

とする。  

 附則第１７項を削る。  

 附則第１８項中「同条第２項中」を「同条第３項中」に改め、同項を附則第１５項

とする。  

 附則第１９項中「同条第２項中」を「同条第３項中」に改め、同項を附則第１６項



 

とする。  

附則第２０項中「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に、「同条第２

項中」を「同条第３項中」に改め、同項を附則第１７項とする。 

附則中第２１項を第１８項とし、第２２項を削る。 

附 則 

１ この条例は、平成２９年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

（１）第１６条第１項の改正規定、附則第９項の改正規定（「第３条及び」を「第３

条、第６条及び」に改める部分に限る。）、附則第１０項の改正規定並びに附則

第１２項、第１６項及び第１８項から第２０項までの改正規定（「同条第２項

中」を「同条第３項中」に改める部分に限る。） 公布の日 

（２）附則第２２項を削る改正規定 平成２７年１月１日 

（３）附則第２０項の改正規定（「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」

に改める部分に限る。） 平成２８年１月１日 

２ 改正後の狭山市国民健康保険税条例の規定は、平成２９年度以後の年度分の国民

健康保険税について適用し、平成２８年度分までの国民健康保険税については、な

お従前の例による。 

 

 

  平成２６年６月９日提出 

 

         狭山市長 仲 川 幸 成 

 

 

 

提案理由 

地方税法等の改正に伴い、公社債等及び株式等の所得に対する課税方法を改める等

所要の改正をするとともに、条文の整備をしたいので、この案を提出するものである。 

 


